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１ 風致地区とは 

都市の風致を維持するため、樹林地や丘陵地、水辺地等の良好な自然環境を保持し

ている区域や史跡、神社仏閣等がある区域、良好な住環境を維持している区域などに

都市計画によって定められた地区です。 

葉山町では、昭和13年に大楠山風致地区を指定したのをはじめ、昭和16年に一色

風致地区を指定しています。 

風致地区内において、建築物の新築や宅地の造成等の行為を行う場合は、葉山町風

致地区条例により、町長の許可を必要とします。 

 

２ 風致地区の種別と指定方針 

葉山町では、優れた景勝地や史跡、自然景観を有する地域などの地域の特性に応

じて､条例により次のとおり第１種及び第４種の風致地区を定めています。 

 

名 称 種 別 面 積 

大楠山風致地区 第 4種風致地区 約 98.72 ha 

一色風致地区 
第 1種風致地区 約 58.2 ha  

約 307.8 ha 
第 4種風致地区 約 249.6 ha  

 

〔参考〕 

第 1種風致地区 

特に優れた景勝地、史跡、公園・オープンスペース等の緑を主

体として、その保全を図る必要がある地区を対象として、周辺

から建築物等が緑にとけ込んで眺望される景観を維持します。 

第 2種風致地区 

優れた自然景観や歴史的環境等を主体とした地区ですが、建築

物等の土地利用も調和する地区を対象として、周辺から建築物

等が樹林や敷地内の樹木と一体となって眺望される景観を維

持します。 

第 3種風致地区 

既存の緑やオープンスペースを生かし、特に緑豊かなまちづく

りを進める地区を対象として、建築物等が既存樹木や植栽樹

木・生垣・壁面緑化等の緑と調和した街なみの景観を維持しま

す。 

第 4種風致地区 

第１種から第３種風致地区以外で、緑豊かなまちづくりを進め

る（または風致復元の見込みがある）地区を対象として、建築

物等が敷地内の生垣や周辺の緑・オープンスペースと調和し、

地区全体で緑に配慮した景観を維持します。 
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３ 風致地区内で許可が必要な行為と許可基準 

風致地区内では、建築物や工作物の新築、宅地の造成など風致の維持に影響を及ぼす

行為をしようとする場合は、許可を受ける必要があります。 

許可行為 許可基準 主な許可不要行為 

1. 建 築 物 の 新

築、増築、改築

又は移転 

¾ 建築物の位置、規模、形態及び意匠が周
辺の風致と調和すること 

¾ 建築物の高さ、建ぺい率及び壁面後退距
離は表1(P.4)の基準を満たすこと 
¾ 建築物が周囲の地面と接する位置の高低
差を原則として6ｍ以下とすること 
図１(P. 4)参照 
¾ 敷地面積の 20％以上の植栽等を行うこ

と(樹種等の指定はありませんが、低・中・
高木を適切に配置してください。地被類
のみでは不可) 図２(P.5)参照 
¾ 色彩は表２(P.5)の基準を満たすこと 

床面積の合計が 10 ㎡以下の建

築物であり、かつ、行為後の建築

物全体について、高さ、建ぺい率

及び壁面後退距離がそれぞれ種

別の許可条件を満たす場合 

2. 工 作 物 の 新

築、増築、改築

又は移転 

¾ 工作物の位置、規模、形態及び意匠が周
辺の風致と調和すること 

¾ 色彩は表２(P.5)の基準を満たすこと 

水道管等地下に設けるもの、高さ

が5ｍ以下のもの等 

3.建築物・工作

物の色彩の変更 

¾ 変更後の色彩が、周辺の風致と調和し表
２(P.5)の基準を満たすこと 

床面積の合計が 10 ㎡以下の建

築物及び高さ 5ｍ以下の工作物

の色彩の変更等 

4.宅地の造成、

土地の開墾その

他の土地の形質

の変更 

¾ 木竹が保全され、又は適切な植栽が行わ
れる土地を設けることとし、表３(P.5)の
基準を満たすこと 

¾ 5ｍ以上の高さののりを生ずる切土又は
盛土を生じないこと 

面積が60㎡以下で高さが1.5ｍ

を超えるのり（盛土や切土の斜面

状の部分）を生じないもの 

5.水面の埋め立

て又は干拓 

¾ 植栽を行うこと等により、埋立後の地ぼ
うが周辺の風致と調和すること。 

面積が 60 ㎡以下の水面の埋立

て又は干拓 

6.木竹の伐採 ¾ 周辺の風致を損なうおそれが少なく、か
つ、次のいずれかに該当すること。 

x 建築物等の新築、宅地の造成などを行う
ための最小限度の伐採 

x 森林の択抜 
x 伐採後の成林が確実な森林の皆伐（1ha
以下に限る） 

x 森林である土地の区域外における木竹
の伐採 

間伐、枝打ちなどの通常行われる

管理行為、枯損した樹木や危険な

樹木の伐採等 

7.土石類の採取 ¾ 採取の方法が露天掘りではなく、かつ、
周辺の風致の維持に支障を及ぼすおそ

れが少ないこと。 

採取による地形の変更が上記 4.

の許可不要行為と同程度のもの 

8.屋外における

物件の堆積 

¾ 周辺の風致の維持に支障を及ぼすおそ
れが少ないこと。 

堆積を行う面積が60㎡以下で、

かつ高さが 1.5ｍ以下であるも

の、建築物の敷地内で行われる堆

積で高さが3ｍ以下であるもの、

工事の施工期間中における工事

に必要な物件の堆積 
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表1 建築物の最高高さ、建ぺい率及び壁面の後退距離に関する許可基準 

種  別 高 さ 
建ぺい率 

（建築面積／敷地面積） 

壁面後退距離 ※1 

道路側 ※2 道路側以外 

第 1種風致地区 8ｍ以下 20％以下 3 ｍ以上 2ｍ以上 

第 2種風致地区 8ｍ以下 40％以下 1.5ｍ以上 1ｍ以上 

第 3種風致地区 10ｍ以下 40％以下 1.5ｍ以上 1ｍ以上 

第 4種風致地区 15ｍ以下 40％以下 1.5ｍ以上 1ｍ以上 

※1 壁面後退距離 建築物の外壁(バルコニー、ベランダ、ウッドデッキ、出窓、外階段、袖壁等含む)又

はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離 (奥行き1ｍ以下の軒や庇、地盤面からデッキ床面

までの高さが1ｍ以内のウッドデッキで庭からの一体利用が可能な形状のもの、面格子、簡易なフラワ

ーボックス、窓の手摺り、戸袋(外壁面からの出幅が50cm未満のものに限る)及びシャッター式の雨戸

などは原則対象外) 

※2 道路 建築基準法上の道路(建築基準法第43 条ただし書許可に係る空地については、建築物の敷地

が建築基準法第43 条ただし書の許可を取得したものである場合は道路とみなす) 

 

第 1種風致地区内の建築物の許可基準例    第 2・3・4種風致地区内の建築物の許可基準例   

 

 

図１ 斜面地の建築物の高さの許可基準例 
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３ ｍ地 盤 面

種 別 ご との 高 さ 制 限

地 盤 面 ３ｍ ６
ｍ
以
下

風 致 地 区 条 例 に よ る 許 可 基 準

種 別 ご との 高 さ 制 限 １

２



図２ 植栽例 

 

表２ 建築物・工作物の色彩の基準 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
表３ 宅地の造成等における緑地の割合（緑地率） 

 
市街化調整区域 市街化区域 

行為面積 500㎡以上 行為面積 500㎡未満 行為面積 500㎡以上 行為面積 500㎡未満 

第１種風致地区 50％以上 25％以上 20％以上 10％以上 

第２種風致地区 40％以上 20％以上 20％以上 10％以上 

第３種風致地区 30％以上 15％以上 20％以上 10％以上 

第４種風致地区 20％以上 10％以上 20％以上 10％以上 
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｢風致と著しく不調和でない｣色彩をマンセル値で表すと、以下の標準値とする 

◎色相Ｒ及びＹＲの場合  彩度６以下 

 

◎色相Ｙの場合      彩度４以下 

  

◎上記以外        彩度２以下 



４ 手続きの流れ 

まちづくり条例の手続きを行った後に風致地区内行為の許可申請を行ってください。 

 

 申請書の提出  行為区分に応じた計画書及び図面(P.8)を添えて都市計画課へ 

１部提出してください。 

          

 

 

 内容の審査  審査期間は、概ね１週間です。 

          (行政手続法に基づく標準処理期間は、14日間) 

 

 許可書の交付  同時に着手(完了)届け及び現場に掲げていただく許可標の雛形

をお渡しします。 

 

 着手届の提出  行為着手後速やかに都市計画課へ１部提出してください。 

  

 

 

 

 完了届の提出  行為完了日から14日以内に都市計画課へ１部提出してくださ

い。 

完了届けには次の写真を添えてください。 

〔建築行為の場合〕 

建物の離れがわかるもの(申請時に図面に記載した境界からの最

少距離部分にメジャー等を添えたもの)、植栽状況、建物外観(色

彩確認のため)) 

〔造成行為の場合〕 

のりの高さがわかるもの、植栽状況、擁壁の仕上げがわかるもの 

 

 

 検査について  完了届け受領後、現地検査を行います。 

        ※許可期限の過ぎたものについても、現地の確認を行います。 
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行為の期間中 

現場への 

許可標の掲示 

近郊緑地保全区域内であれば、併せて「近郊緑地保全区域内行為（行

為変更）届出書」を添付してください。 



５ 許可申請に必要な書類 

風致地区内における行為の許可申請は、許可申請書、計画書（建築物計画書、土地

の形質変更計画書など行為によって区分）、計画書の備考に示された図書及び次表の行

為区分別図書を添えて1部提出してください。 

行為の区分 図面の種類 図面に明示しなければならない事項 

建築物その

他の工作物

の新築、増

築、改築又

は移転 

付近見取図 
方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等（駅、停車場、公

共建物、河川、湖沼等） 

配 置 図 

縮尺(600分の1以上)、方位、敷地の境界線、敷地内の既存の建築物

その他の主要工作物、木竹等との関係、敷地内の位置、敷地に接する

道路の位置及び幅員並びに植樹木の位置、樹種及び大きさ、建築物の

壁面後退距離 

平 面 図 
縮尺（200分の1以上）（許可行為の変更の場合は、対照平面図とす

る。） 

立 面 図 
縮尺（200分の1以上）、主要部分の材料の種類、仕上方法及び色彩

（４面を原則とする。） 

構 造 図 縮尺（50分の1以上） ※立面図に｢最高の高さ｣の記載があれば不要 

植 栽 図 

(P.9 参照) 

縮尺（600分の1以上）、方位、敷地の境界線、既存樹木並びに植樹

木の位置、低・中・高木・地被類の分け、植栽地として位置づけられ

ている区域の求積 

土地の形質

の変更、水

面の埋立て

若しくは干

拓又は土石

の類の採取 

付近見取図 
方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等（駅、停車場、公

共建物、河川、湖沼等） 

地 形 図 
縮尺（600分の1以上）、方位、行為地の境界線、等高線及び植生の

概要 

計画平面図 
縮尺（600分の1以上）、方位及び行為地の境界線（許可行為の変更

の場合は、対照平面図とする。） 

緑地計画図 

縮尺（600分の1以上）、方位、敷地の境界線、既存樹木並びに植樹

木の位置、低・中・高木・地被類の分け、植栽地として位置づけられ

ている区域の求積 

縦横断面図 縮尺（600分の1以上）（現況及び行為後を対比できるようにする。） 

木竹の伐採 

付近見取図 
方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等（駅、停車場、公

共建物、河川、湖沼等） 

現況平面図 縮尺（600分の1以上）、方位、行為地の境界線及び等高線 

計画平面図 
縮尺（600分の1以上）、方位、行為地の境界線及び伐採木又は伐採

林の位置又は区域 

屋外におけ

る物件の堆

積 

付近見取図 
方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等（駅、停車場、公

共建物、河川、湖沼等） 

平 面 図 縮尺（600分の1以上）、方位、行為地の境界線及び等高線 

計画平面図 
縮尺（600分の1以上）、方位及び高位置の境界線（許可行為の変更

の場合は、対照平面図とする。） 

縦横断面図 縮尺（600分の1以上）（現況及び行為後を対比できるようにする。） 

※風致地区内における行為の許可申請と、近郊緑地保全地区内における行為の届出は併願するこ

とができます。この場合、申請書等に添付する図書は1部となります。 
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６ 植栽計画について 

敷地面積の20％以上の植栽等を行ってください。 

申請時に添付する植栽図は次の図を参考に作成してください。植栽の面積算出は植栽

地として位置づけられている区域の求積を行ってください。(樹木毎の算出を否定する

ものではありませんが、当町では樹種毎の算出基準は設けておりません。) 

 

 
※１ 敷地の境界に設ける柵等は、できるかぎり生垣としてください。 
※２ 道路に面する部分には、できるかぎり樹木を植えてください。 

※３ 土地に定着せず永続的ではないプランター等は、緑化面積に含むことができません。 

※４ 壁面及び屋上緑化は、緑化面積に含むことができません。 
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７ 神奈川県土に適している高木・中木・低木及び芝等 

神奈川県「みどりの協定」実施要綱別紙（第３条関係）緑化基準第１章３（１）のオの関係 

高 木 

生育したときの樹

高が10m 以上の

樹木 

常 緑 

○あかがし・あかまつ・○あらかし・いぬまき・◎うらじろがし・▲◎

くすのき・○くろがねもち・くろまつ・さわら・◎しらかし・しろだも・

すぎ・◎すだじい・たいさんぼく・▲○たぶのき・ひのき・まだけ・○

まてばしい・もうそうちく・▲○もちのき・やまもも等 

落 葉 

あおぎり・あかしで・あきにれ・いいぎり・いたやかえで・いちょう・い

ぬしで・いろはもみじ・▲えのき・えんじゅ・おおしまざくら・かしわ・

かつら・くぬぎ・くるみ・けやき・こなら・こぶし・しおじ・ちどりのき・

とうかえで・とちのき・はうちわかえで・はぜのき・はんのき・はるにれ・

ひめしゃら・ふさざくら・ぶな・ほおのき・▲みずき・▲むくのき・▲や

まざくら・やまはんのき・やまぼうし・ゆりのき等 

中 木 

生育したときの樹

高が５m 以上

10m 未満の樹木 

常 緑 

いぬがや・うばめがし・かくれみの・かなめもち・▲さかき・さざんか・

▲さんごじゅ・そよご・とうねずみもち・ねずみもち・ひいらぎ・▲ひ

めゆずりは・▲もっこく・やぶつばき・やぶにっけい・ゆずりは等 

落 葉 

▲あかめがしわ・▲えごのき・こばのとねりこ・だんこうばい・なつつ

ばき・にがき・ねむのき・はくうんぼく・ひめやしゃぶし・まめざくら・

やしゃぶし・りょうぶ等 

低 木 

生育したときの樹

高が５m 未満の

樹木 

常 緑 

あおき・あずまねざさ・あせび・アベリア・いぬつげ・おおばぐみ・お

おむらさきつつじ・▲きずた・きんもくせい・くちなし・さつき・じん

ちょうげ・ちやのき・ていかかずら・▲とべら・▲なんてん・はくちょ

うげ・はまひさかき・ひいらぎなんてん・ひいらぎもくせい・▲ひさか

き・びなんかずら・▲まさき・まるばしゃりんばい・むべ・めだけ・▲

やつで・やぶこうじ等 

落 葉 

あじさい・あきぐみ・▲あけび・あぶらちゃん・いぼたのき・いぬこり

やなぎ・いぬびわ・うぐいすかずら・うつぎ・うめもどき・▲がまずみ・

きぶし・くさぼけ・くろもじ・こごめうつぎ・こまゆみ・さるすべり・

▲さんしょう・しばやなぎ・しもつけ・てりはのいばら・どうだんつつ

じ・なつぐみ・にしきうつぎ・▲にしきぎ・▲にわとこ・ぬるで・のり

うつぎ・ばいかうつぎ・はこねうつぎ・はないかだ・▲まゆみ・まんさ

く・みつばつつじ・むらさきしきぶ・れんぎょう・めぎ・やまぐわ・や

まつつじ・やまはぎ・ゆきやなぎ等 

芝 等 こうらいしば、のしば等 

注  ◎印は神奈川県の推奨木 

○印は神奈川県の準推奨木 

▲印は野鳥の食餌木 
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